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 ７ 経済的支援  
 

（１） 手当・年金等 ---*---*---*---*---*---*---*---*-- 

 ア 特別児童扶養手当 

対 象 者  次のいずれかに該当する２０歳未満の障害児を養育している父母または

養育者（里親を含みます）。 

     （なお、前年の所得が、一定額以上の場合支給停止となります。） 

     (ｱ) 身体に重・中度の障害または長期にわたる安静を必要とするもの 

            （おおむね身体障害者障害程度等級１級～３級と４級の一部） 

         (ｲ) 精神の障害であって、(ｱ)と同程度以上のもの 

               (ｳ) 身体または精神の障害が重複する場合であって、(ｱ)または(ｲ)と同程

度以上のもの 

      次の場合には手当が受けられません。 

       a  障害児が児童福祉施設等に入所している場合 

           b 障害児が児童の障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合 

内  容  手当は次の額を４か月分まとめて４・８・１１月に支払います。 

      〇重度障害児１人につき月額 ５６，８００円 

          〇中度障害児１人につき月額 ３７，８３０円 

申込窓口  市町村 

 

  イ 障害児福祉手当 

対 象 者  ２０歳未満であって、身体障害者手帳の１級の一部及び２級の一部の

方、療育手帳○Ａの方並びに常時介護を要する精神障害者その他これと同程

度の方。 

     次の場合には手当が受けられません。 

(ｱ) 障害を支給事由とする公的年金を受給している方 

(ｲ) 特定の施設に入所している方 

内  容  手当額 月額１６，１００円（令和７年度） 

         手当は、２・５・８・１１月に３か月分まとめて支払います。また、障

害者本人と扶養している方について、一定額以上の所得がある場合には支

給停止となります。 

申込窓口  市町村 

 

 ウ 特別障害者手当 

対 象 者  ２０歳以上であって、精神または身体の重度の障害により日常生活にお

いて常時特別の介護を要する状態にある方（国民年金１級程度の障害が重

複する方及びそれと同程度以上と認められる方）。 

     次の場合には手当が受けられません。 

(ｱ) 特定の施設に入所している方 

(ｲ) 継続して３か月を超えて病院等に入院している方 
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内  容  手当額は、月額２９，５９０円（令和７年度） 

        手当は、２・５・８・１１月に３か月分まとめて支払います。また、障

害者本人と扶養している方について、一定額以上の所得がある場合には支

給停止となります。 

申込窓口  市町村 

 

 エ 在宅重度心身障害者手当 

対 象 者  次のいずれかに該当する在宅の重度心身障害者。 

      (ｱ) 身体障害者 身体障害者手帳が１級または２級の方 

       (ｲ) 知的障害者 療育手帳が○ＡまたはＡの方 

      (ｳ) 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳が１級の方 

      (ｴ) 超重症心身障害児 

       (ｵ) その他   特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第１

               に定める程度の方 

  ※ ただし、以下の方には支給を行いません。 

      ａ 特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過措置による福祉手当を受給して

いる方（超重症心身障害児を除く） 

      ｂ 施設に入所している方 

      ｃ 前年の所得により、住民税が課税されている方（受給者本人の所得） 

      ｄ ６５歳以上の方（既に受給している方を除く） 

内  容  月額５，０００円を年数回でまとめて支払います。（受給者の範囲、支

給額など市町村によって異なる場合があります。）     

窓    口  市町村 

 

 オ 心身障害者扶養共済制度 

対 象 者  障害のある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件に

該当する方。 

      (ｱ)県内に住所があること 

     (ｲ)加入時の年度の４月１日時点の年齢が満６５歳未満であること 

(ｳ)特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であ

ること。 

     (ｴ) 障害のある方が次のいずれかに該当すること 

a 知的障害 

b 身体障害者手帳１級から３級 

c 精神又は身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が上記と

同程度と認められる方。 

内  容  加入者は、毎月掛金（加入時の加入者の年齢により１口９，３００円か

ら２３，３００円）を納めます。加入者が死亡又は重度障害と認められた

場合は、障害のある方に年金（１口当たり月額２０，０００円）が支給さ

れます。 
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※障害のある方一人につき二口まで加入できます。 

※所得、加入者の年齢と加入期間により掛金が減額、免除される場合が

 あります。 

※１年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方が先に死亡した

 場合には弔慰金が支給されます。  

窓    口  市町村 

 

 カ 障害基礎年金 

対 象 者  国民年金加入中、または６０歳から６５歳未満で日本国内に住んでいる

間に初診日のある病気やけがで、初診日から１年６ヶ月以上経過した日

（その後障害の状態に該当したときは６５歳誕生日の前々日まで)または経

過以前に治った日（症状が固定した日）に、一定の障害のある状態にある

ときに受けられます。ただし、初診日前に一定の保険料納付要件を満たし

ていることが必要です。 

      また、２０歳に達した日において一定の障害のある状態と認定された方

は、２０歳になった翌月分から受けられますが、その方の所得状況により

一部または全部が支給停止されることがあります。 

   内  容   

   1級 

     

   ２級 

６８歳以下の方 

（昭和 31年 4月 2日以後に生まれた方） 

８３１，７００＋子の加算額※ 

 

６９歳以上の方 

（昭和 31年 4月 1日以前に生まれた方） 

８２９，３００円＋子の加算額※ 

 

 

※ 〔子の加算額〕 

          障害基礎年金の受給権者がその受給権を得たときに、その人によって生

計を維持されている１８歳になった後の最初の３月３１日までの子または

２０歳未満で障害の程度が１級・２級の子があるときは、加算がありま

す。（受給権発生日が平成２３年３月以前の場合は別途条件あり） 

 

加算対象の子 加算額（年額） 

 第１子・第２子（１人につき）  各 ２３９，３００円 

 ３人目以降の子（１人につき）  各   ７９，８００円 

申込窓口  市町村 

６８歳以下の方 

（昭和 31年 4月 2日以後に生まれた方） 

１，０３９，６２５円＋子の加算額※ 

６９歳以上の方 

（昭和 31年 4月 1日以前に生まれた方） 

１，０３６，６２５円＋子の加算額※ 
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 キ 障害厚生年金・障害手当金 

  対 象 者  厚生年金保険加入中に初診日のある病気やけがで、初診日から１年６か月

以上経過した日(その後障害の状態に該当したときは６５歳誕生日の前々日ま

で)または経過以前に治った日（症状が固定した日）に、一定の障害のある状

態にあるときに障害厚生年金が受けられます。初診日から５年以内に病気や

けがが治り（症状が固定した）障害厚生年金を受け取ることができる状態よ

り軽度かつ障害等級表に定める障害の状態の場合は障害手当金（一時金）が

受けられます。 

     ただし、年金・手当金ともに、初診日前に一定の保険料納付要件を満たし

ていることが必要です。 

内  容 <報酬比例の年金額＝Ａ＋Ｂ> 

     Ａ 平成１５年３月以前の加入期間の金額 

       平均標準報酬月額×7.125/1000×平成１５年３月までの加入期間の月数 

     Ｂ 平成１５年４月以降の加入期間の金額 

       平均標準報酬月額×5.481/1000×平成１５年４月以降の加入期間の月数 

        <年金額> 

        １級 報酬比例の年金額×1.25＋配偶者加給年金額＋１級の障害基礎年金

＋子の加算額 

        ２級 報酬比例の年金額＋配偶者加給年金額＋２級の障害基礎年金＋子の

加算額 

        ３級 報酬比例の年金額 

     障害手当金 報酬比例の年金額×２ 
       ※平成１１年改正前の計算式で計算した額の方が高額となる場合、従前の額が保障
        されます。 
        ※３級の障害厚生年金は、年額６２３，８００円（昭和 31年 4月 1 日以前に生ま 
        れた方は、６２２，０００円）が保障されます。 
        障害手当金は、１，２４７，６００円（昭和 31年 4月 1 日以前に生まれた方は 
        １，２４４，０００円）が保障されます。 
        加給年金額は、生計維持されている配偶者がいる場合に２３９，３００円が加算 
        されます。                                

窓    口  年金事務所      《電話番号等は、参照☞ １７章(P.134) 》 

      ねんきんダイヤル０５７０－０５－１１６５ 

    （０５０から始まる電話でおかけになる場合は）０３－６７００－１１６５ 

 

 ク 特別障害給付金 

   国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受けられない人へ

の福祉的措置として、「特別障害給付金制度」が創設されています。 

      対 象 者  国民年金の任意加入対象とされていた方で、 

（ア） 平成３年３月以前に国民年金任意加入対象であった学生、 

（イ） 昭和６１年３月以前に被用者年金制度等に加入（または受給等）

をされていた方の配偶者であって、当時、任意加入していなかった

期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎

年金の１級もしくは２級相当の障害の状態にある方。 
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 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給すること 

ができる方は対象とはなりません。 

内  容  支給額は １級 月額５６，８５０円、２級 月額４５，４８０円  

                             （令和７年度額） 

○ ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額または半額に

制限される場合があります。 

○ 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は、その受給

額分を差し引いた額が支給されます。（老齢年金等の額が特別障害給付

金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。） 

○ 経過的福祉手当を受給されている方が、特別障害給付金の支給を受け

た場合は、経過的福祉手当の資格を喪失します。 

   窓    口  市町村 

 

 ケ 児童扶養手当 

対 象 者  この手当は、離婚、死別等で父親又は母親と生計を同じくしていない児

童の世帯に手当を支給するものですが、父親又は母親が重度障害者である

場合、児童を監護している母親又は父親、または母親又は父親に代わり児

童を養育している方にも支給されます。(前年の所得が一定額以上の場合支

給停止となります。) 

内  容  手当は、５・７・９・１１・１・３月にその月の前月分までを支払いま

す。 

      所得により児童１人の場合、 

            全部支給 月額４６，６９０円 

            一部支給 月額４６，６８０円～１１，０１０円  

           児童２人の場合、 

            全部支給 月額１１，０３０円加算 

            一部支給 月額１１，０２０円～５，５２０円加算 

申込窓口  市町村 

 

（２） 税の控除・非課税・減免 ---*---*---*---*---*---*--- 

 ア 所得税の障害者控除 

対 象 者  納税者またはその同一生計配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合

は、次の額の控除を受けられます。 

     内  容 障
害
の
程
度 

(ｱ) １級、２級の身体障害者手帳
  をお持ちの方 
(ｲ) 療育手帳○Ａ、Ａをお持ちの方 
(ｳ) １級の精神障害者保健福祉手
 帳をお持ちの方 

(ｱ) ３級～６級の身体障害者手帳
 をお持ちの方 
(ｲ) 療育手帳Ｂ、Ｃをお持ちの方 
(ｳ) ２級、３級の精神障害者保健
  福祉手帳をお持ちの方 

控
除
額 

所得金額から４０万円が控除され
ます。 
※同居の親族の場合は７５万円 

所得金額から２７万円が控除され
ます。 

      (ｱ)、(ｲ)、(ｳ)以外の方でも、障害者控除の対象となることがあります
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      ので、詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。 

窓  口  税務署 

      ただし、所得税を給与から源泉徴収されている場合は勤務先の給与係へ 

 

 イ 住民税の障害者控除・非課税 

対 象 者  納税者またはその同一生計配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合

は、次の額の控除を受けられます。 

     内  容 障
害
の
程
度 

(ｱ) １級、２級の身体障害者手帳
  をお持ちの方 
(ｲ) 療育手帳○Ａ、Ａをお持ちの方 
(ｳ) １級の精神障害者保健福祉手
 帳をお持ちの方 

(ｱ) ３級～６級の身体障害者手帳
 をお持ちの方 
(ｲ) 療育手帳Ｂ、Ｃをお持ちの方 
(ｳ) ２級、３級の精神障害者保健
  福祉手帳をお持ちの方 

控
除
額 

所得金額から３０万円が控除され
ます。 
※同居の親族の場合は５３万円 

所得金額から２６万円が控除され
ます。 

 本人の所得金額が１３５万円以下であるときは、非課税となります。 

      (ｱ)、(ｲ)、(ｳ)以外の方でも、障害者控除・非課税の対象となることが

       ありますので、詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。 

窓  口  市町村税務担当課 

           ただし、住民税を給与から特別徴収されている場合は勤務先の給与係へ 

 

 ウ 利子所得等の非課税 

対 象 者  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方、

障害基礎年金等を受給している方、特別障害者手当等を受給している方な

ど 

内  容  金融機関の営業所等を経由して税務署長に非課税貯蓄申告書等を提出

し、金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書等を提出することにより、次

に掲げる一定の預貯金の利子等にかかる所得税、県民税利子割が非課税に

なります。 

非課税制度の種類 預貯金等の範囲 非課税限度額 
少額預金の利子所得等の非課税（マル優） 預貯金、合同運用信託、有価証券

等 
 ３５０万円 

少額公債の利子の非課税（特別マル優） 国債・地方債  ３５０万円 

窓  口  金融機関等 

 

 エ 相続税の障害者控除 

   対 象 者  相続または遺贈により財産を取得した時に日本国内に住所がある法定相

続人で、心身に障害のある方（８５歳未満に限ります。）は、次の額の控

除を受けられます。 

      内  容 障
害
の
程
度 

(ｱ) １級、２級の身体障害者手帳
  をお持ちの方 
(ｲ) 療育手帳○Ａ、Ａをお持ちの方 
(ｳ) １級の精神障害者保健福祉手
 帳をお持ちの方 

(ｱ) ３級～６級の身体障害者手帳
 をお持ちの方 
(ｲ) 療育手帳Ｂ、Ｃをお持ちの方 
(ｳ) ２級、３級の精神障害者保健
  福祉手帳をお持ちの方 
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控
除
額 

８５歳に達するまでの年数に２０
万円を乗じた金額を相続税額から
控除します。 

８５歳に達するまでの年数に１０
万円を乗じた金額を相続税額から
控除します。 

      (ｱ)、(ｲ)、(ｳ)以外の方でも、障害者控除の対象となることがあります

     ので、詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。 

窓  口  税務署 

 

 オ 相続税の非課税 

内  容  心身障害者扶養共済制度（P.61）に基づいて支給される給付金を受ける

権利を相続または遺贈により取得した場合、相続税は非課税になります。 

窓  口  税務署 

 

 カ 贈与税の非課税 

 （ア）特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権 

内  容  日本国内に住所がある特定障害者（前記エ 相続税の障害者控除の左欄

(ｱ)(ｲ)(ｳ)などの方（以下「特別障害者」といいます。）及び精神に障害

がある者として一定の要件に当てはまる方）が、特定障害者扶養信託契

約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合には「障害者非課税信託申告

書」を信託会社の営業所等を通じて税務署長に提出することにより、

６，０００万円（特別障害者以外の方は３，０００万円）までの金額に

ついては非課税になります。 

窓  口  税務署・信託銀行等 
 

 （イ）心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権 

内  容  心身障害者扶養共済制度（P.60）に基づいて支給される給付金を受ける

権利を取得した場合、贈与税は非課税になります。 

窓  口  税務署 

 

 キ 消費税の非課税 

内  容  義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子などの身

体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負、一定の身体障害者用物品の

修理が非課税となります。 

            なお、非課税となる身体障害者用物品は、厚生労働大臣が指定したもの

に限られます。 

窓  口  税務署 

 

 

 

 ク 個人事業税の非課税 

対象者及び内容  両眼の視力が０．０６以下の視覚障害のある方が、あんま、マッ

サージ、はり、きゅう、その他の医業に類する事業を個人で営む場

合は、事業税が非課税になります。 
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窓  口  県税事務所 

 

 ケ 自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割）の減免 

対  象 （ｱ）県内に居住し、次表の障害者手帳等の交付を受けていて等級が該当

        する方  

     （ｲ）（ｱ）の障害者と同一生計の家族等 

     （ｳ）個人名義の自家用車で障害者の通院、通学、通所または生業のため 

       に使用される自動車 

内  容  一定の要件を満たす場合は、申請することにより障害者１人につき１台

に限り、自動車税（環境性能割・種別割）及び軽自動車税（環境性能割）

の減免が受けられます。 

           なお、各手帳を交付申請中の方も減免の仮申請ができます。 

      ※詳しくは、下記の窓口までお問い合わせください。 

申請期限  ・種別割：納期限（新規取得した自動車は登録の日から３０日以内）ま

で 

      ※申請期限後の申請も受け付けますが、その場合は申請月の翌月分から

月割での減免となります。 

     ・環境性能割：登録の日から３０日以内 

窓  口  自動車税事務所及び自動車税事務所各支所・県税事務所 

         ※電子申請・届出サービスでも申請可能 

障害種別 障 害 の 級 別 

身 

体 

障 

害 

者 

手 

帳 

    

視覚 １級～３級、４級の１（４級のうち視力の良い
方の眼の視力が0.08～0.1） 

聴覚 ２級または３級 
平衡機能 ３級 
音声機能または言語機能 ３級（喉頭が摘出された場合に限る。） 
上肢 １級または２級 
下肢 １級～６級 
体幹 １級～３級、５級 
乳幼児期以前の非進行性 

脳病変による運動機能 
 

 上肢機能 １級または２級 
移動機能 １級～６級 

心臓 
じん臓 
呼吸器 

 
１級または３級 

ぼうこうまたは直腸 １級または３級 
小腸 １級または３級 
ヒト免疫不全ウイルス 
による免疫機能、肝臓 

１級～３級 

療育手帳 ○ＡまたはＡ 
精神障害者保健福祉手帳 １級（精神通院医療を受けている方に限る） 

        ※戦傷病者手帳の交付を受けている方も一定の要件を満たす場合、減免を受ける

ことができます。 
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 コ 軽自動車税（種別割）の減免 

対 象 者  (ｱ) 身体障害者、知的障害者、精神障害者のうち、一定の要件に該当す

る方 

       (ｲ) (ｱ)に該当する方と生計を一にする方 

内  容  (ｱ)、(ｲ)に該当する方が所有する軽自動車で、(ｱ)、(ｲ)に該当する方ま

     たは(ｱ)に該当する方を常時介護する方で一定の要件に該当する方が運転

     し、専ら障害者等の通院、通学、通所または生業のために使用される軽自

     動車の軽自動車税（種別割）が減免される場合があります。 

      ※詳しくは、下記の窓口までお問い合わせください。 

窓  口  市町村税務担当課 

 

 サ ゴルフ場利用税の非課税 

対 象 者  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の

交付を受けている方、原子爆弾被爆者の認定疾病に係る厚生労働大臣の認

定を受けている方。精神又は身体に障害のある年齢６５歳以上で市町村長

等の認定を受けている方。 

内  容  ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税が課せられますが、障害者

の方については非課税となります。 

      ただし、非課税措置の適用を受けるには、非課税申出書の提出や、証明

書類の提示（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷

病者手帳、原子爆弾被爆者の認定疾病に係る厚生労働大臣の認定書等）な

ど、本人が要件に該当することを証明する必要があります。 

     ※ なお、年齢１８歳未満の方、７０歳以上の方は全て非課税の対象とな

ります。 

窓  口  制度の内容についてはゴルフ場利用税所管県税事務所（川越県税事務所

・熊谷県税事務所・春日部県税事務所・自動車税事務所）にお問い合わせ

ください。 

      ゴルフ場にある「非課税申出書」に必要事項を記入するとともに、利用

の際に証明書類を提示していただくことになります。 

 

（３） 公共料金の割引 ---*---*---*---*---*---*---*---* 

 ア ＪＲ運賃の割引 

対象者及び内容 

区分 割引乗車券 
の 種 類 

割引

率 取扱区間 

第１種身体障害者とその介護者 
第１種知的障害者とその介護者 
第１種精神障害者とその介護者 

普通乗車券 
定期乗車券 
回数乗車券 
普通急行券 

 
５割 

 
 全 線 

第１種及び第２種身体障害者 
第１種及び第２種知的障害者 
第１種及び第２種精神障害者 
  （単独利用の場合） 

 
普通乗車券 

 
５割 

ＪＲ及び連絡会社線及
び航路の片道の営業キ
ロが100㎞を超えるもの 
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12歳未満の第２種身体障害児とその介護者 
12歳未満の第２種知的障害児とその介護者 
12歳未満の第２種精神障害児とその介護者 

 
定期乗車券 

 
５割 

 
 全 線 

（注）自動車線の定期乗車券については、割引率は３割です。 

   小児定期乗車券は割引されません。 

他の鉄道についても、割引を行っていますが、その取扱いが異なる部分があります。

詳しくは直接各社へお問い合わせください。 

手続方法  手帳を提示して割引を受けます。 

窓  口  各ＪＲ窓口 

 

■ 第１種身体障害者と第２種身体障害者の区分（表） 

  ※１ 上記の障害種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第 5号（令和 7年 4月 

1日現在）によるものである。 

  ※２ 上記左欄に掲げる障害を２以上有し、その障害の総合の程度が上記第１種身体障害者

欄に準ずるものも第１種身体障害者とする。 

 

   ■ 第１種知的障害者と第２種知的障害者の区分 

    (ア) 第１種知的障害者とは、次に掲げる者をいいます。  

   ａ 知能指数がおおむね 35以下の者であって、日常生活において常時介護を要する

程度のもの  

ｂ 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね 50以下の者であ

第1種身体障害者 第2種身体障害者

（本人及び介護者） （本人）

1級から3級及び4級の1
4級の2、4級の3、5級及
び6級

聴覚障害 2級及び3級 4級及び6級

平衡機能障害 該当なし 3級及び5級

該当なし 3級及び4級

1級、2級の1及び2級の2
2級の3、2級の4及び3級
から6級

1級、2級及び3級の1
3級の2、3級の3及び4級
から6級

1級から3級 5級

上肢機能 1級及び2級 3級から6級

移動機能 1級から3級 4級から6級

心臓、じん臓若しくは呼吸器
又は小腸の機能障害

1級、3級及び4級 該当なし

ぼうこう又は直腸の機能
障害

1級及び3級 4級

ヒト免疫不全ウィルスに
よる免疫又は肝臓の機
能障害

1級から4級 該当なし

肢体不自由

上肢

下肢

体幹

乳幼児期以
前の非進行
性の脳病変
による運動
機能障害

心臓、じん臓 若しくは呼
吸器又はぼうこう若しくは
直腸若しくは小腸若しくは
ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫若しくは肝臓の
機能の障害

等級及び割引種別

障
害
種
別

視覚障害

聴覚又は平衡機能の障
害

音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
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って、日常生活において常時介護を要する程度のもの  

(イ） 第２種知的障害者とは、前号以外の者をいいます。  

 

   ■ 第１種精神障害者と第２種精神障害者の区分 

割引種別  障害等級 精神障害の状態 

第１種精神障害者 １級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

 
 

第２種精神障害者 

２級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著し
い制限を加えることを必要とする程度のもの 

３級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常
生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする
程度のもの 

 

 

 イ バス運賃の割引 

対 象 者 （ア）身体障害者手帳を持っている方 

     （イ）療育手帳を持っている方 

（ウ）精神障害者保健福祉手帳を持っている方 

     （エ）施設入所者（児） 

内  容  県内を発着するバスを利用する場合、運賃の５割が割引されます。 

      ただし、バスの定期券は３割引きです。（小児定期券は割引されませ

ん。） 

     （①第 1種身体障害者及び第 1種知的障害者の療育手帳を持っている方の

介護者、②要介護の施設入所者（児）は付添いの方も割引になります。そ

の他の介護者については、各社で異なりますので各社に直接お問い合わせ

ください。） 

手続方法  手帳の提示のみで割引が受けられます。ただし、施設入所者(児)として

割引を受ける方は、施設長が発行するバス運賃割引証明書が必要です。 

窓  口  各バス会社 

      ※各市町村のコミュニティバスは、各市町村の規定によります。 

   

 ウ 国内航空運賃の割引 

対 象 者 （ア）身体障害者手帳を持っている満１２歳以上の方 

        （イ）療育手帳を持っている満１２歳以上の方 

          ※（ア）（イ）については、介護者への割引適用の有無は、各航空会

社により異なります。 

          ※（イ）については、市町村で療育手帳に割引対象者である旨の押印

を受けてください。 

        （ウ）精神障害者保健福祉手帳を持っている満１２歳以上の方 

          ※本人及び介護者への割引適用の有無については、各航空会社により

異なります。 

窓  口  各航空会社 ※割引率については、各航空会社により異なります。 
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 エ タクシー運賃の割引 

対 象 者  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方 

※対象となる手帳はタクシー事業者により異なります。 

 

内  容  乗車時に上記手帳を提示することにより割引が受けられます。 

      割引率 １０％ 

窓  口  各タクシ－事業者 

 

 オ 有料道路通行料金の割引 

対  象  ・身体障害者手帳の交付を受けている者が自ら運転する場合 

      ・手帳の交付を受けている重度の身体障害者または重度の知的障害者を

乗せて、介護者が運転する場合（重度の身体障害者、重度の知的障害者

は、ＪＲにおける第１種身体障害者、第１種知的障害者と同じ範囲で

す。） 

要 件 等  （ア）車種要件 自家用乗用自動車（定員１０人以下） 

              自家用貨物自動車（定員４～１０人で荷台との仕切り

なしまたは積載量５００㎏以下で仕切りがあるもの） 

              二輪自動車（排気量 125ccを超えるもの） 

      （イ）所有者 

         ａ 障害者本人が運転する場合 

                      本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその

配偶者並びに同居の親族等が所有すること 

         ｂ 障害者本人以外の運転の場合 

           障害者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及

びその配偶者並びに同居の親族等  

           上記の方が自動車を所有していないときは、障害者本人を継

続して日常的に介護している者が所有すること 

         ※ リース車等で車検証の「所有者の氏名または名称」欄等に法

人名が記載されているもの、事業用車輌、外見上営業目的で

使用していることが明らかなもの等は対象外です。 

      （ウ）手続 

         割引を受けるためには、市町村福祉事務所等での事前申請が必要

です。有料道路障害者割引申請書に必要事項を記入し、確認を受

けてください。 

         また、ＥＴＣを利用するためには、ＥＴＣ車載器等の有料道路Ｅ

ＴＣ割引登録が必要ですので、窓口で申し出てください。 

         有効期間は、手続きを終了した日からその後の２回目の誕生日ま

でです。 

内  容  割引率 ５０％以内（適用は、全国すべての有料道路） 

      また、手帳の提示とＥＴＣでは通行方法が異なります。 
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      （ア）手帳提示の場合 

         料金所係員に料金を支払う際に、手帳の必要事項が記載されてい

る部分を提示するか、または、手帳を係員に渡して確認を受ける。 

      （イ）ＥＴＣの場合 

         事前に登録した車載器とＥＴＣカードの組み合わせでＥＴＣレー

ンを通行します。ＥＴＣ機器故障のときやＥＴＣレーンのない料金

所では、手帳を提示して割引を受けてください。 

相談窓口  市町村 

 

 カ フェリー運賃の割引 

対 象 者  身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方 

内  容  乗車時に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を提示す

ることにより割引が受けられます。手帳の種類や等級などの対象範囲、割

引率等については、各社異なりますので事前に各社宛ご確認ください。 

窓  口  各フェリー会社 

 

 キ ＮＨＫ放送受信料の減免 

   対象者及び内容 

全  額  免  除 半  額  免  除 

 身体障害者手帳、療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳をお持ちの方が

世帯構成員であり、かつ、世帯構成

員全員が市町村民税非課税の場合。 

(ｱ) 視覚障害または聴覚障害により

身体障害者手帳をお持ちの方が世帯

主で受信契約者の場合。 

(ｲ) 身体障害者手帳（1･2級）、療育

手帳（○Ａ・Ａ）、精神障害者保健福

祉手帳（1級）をお持ちの方が世帯

主で受信契約者の場合。 

手続方法  市町村で証明を受けるか、必要書類を整え直接ＮＨＫ受信料窓口へ。 

窓  口  ＮＨＫの受信料窓口 
 

 ク 郵便物の減額及び無料扱い 

 内  容 取 扱 い 窓 口 備   考 

点字郵便物
等の無料扱
い 

点字郵便物、点字
用紙及び盲人用録
音郵便物 

   無 料 各郵便局  点字用紙、盲人用録音郵
便物は指定盲人施設の発受
するものに限る。 

心身障害者
用低料第三
種郵便物の
料金適用 

心身障害者団体が
発行する第三種郵
便物。 

(ｱ)月３回以上
 発行の新聞
 ５０ｇまで 
    ８円 
（一般４２円） 
(ｲ)その他 
 ５０ｇまで 
   １５円 
(一般 ６３円） 

各郵便局  第三種郵便物の承認を受
けることに加え、心身障害
者団体であること等を証明
する資料が必要。 
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ゆうパック 
ゆうメール
の減額 

点字ゆうパック 60サイズ100円
～170サイズ 
730円 

各郵便局 
 
 

  

聴覚障害者用ゆう
パック 

60 サイズ 100

円～170 サイズ

730 円 

重量は一

律 30kg

まで 

聴覚障害者用ビデオテープ
等の録画物を内容とし、聴
覚障害者と指定施設との間
で発受されるものに限る。 

心身障害者用ゆう
メール（旧冊子小
包） 

150g以内92円
～2kg超310円 

各郵便局 身体に重度の障害のある方
又は知的障害の程度が重い
方と一定の図書館との間で
発受されるものに限る。 

   

 ケ 青い鳥郵便葉書の無償配布 

   対 象 者  (ｱ)身体障害者手帳 1・2級の方、 

         (ｲ)療育手帳 ○Ａ・Ａの方 

   内  容  日本郵便株式会社が、青い鳥をデザインしたオリジナル封筒に通常郵便

葉書を入れて無料で配布しています。詳しくは下記窓口へお問い合わせく

ださい。 

・配布枚数は１人につき２０枚。 

・受付期間内（毎年４～５月）に申し込む必要があります。 

・窓口または郵送で申込みをしてください。 

窓  口  郵便局（簡易郵便局を除く） 

   

 コ ＮＴＴ番号案内の料金免除 

対 象 者  (ｱ) 身体障害者手帳を持っている方で視覚障害１～６級、肢体不自由

（上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障

害）１、２級、聴覚障害２、３、４、６級または、音声機能、言語機

能又はそしゃく機能の障害３、４級の方 

      (ｲ)療育手帳を持っている方 

      (ｳ)精神障害者保健福祉手帳を持っている方 

内  容  １０４番を利用する際、あらかじめ登録した電話番号と暗証番号を申し

出ることにより無料となります。 

窓  口  ＮＴＴ各営業所 

 

 サ 携帯電話基本使用料等の割引 

   対 象 者  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方 

内  容  割引の内容は、事業者により異なりますので、詳しくは各携帯電話事業

者にお問い合わせください。 

問 合 せ  各携帯電話事業者 
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（４） 各種資金の貸付・給付-*---*---*---*---*---*---*---* 

 ア 埼玉県障害者福祉資金 

    障害者団体事業資金 

 身体障害者(児)、知的障害者(児)または精神障害者の福祉増進のため、障害者(児)

施設を開設する方等に対して必要な資金をお貸しします。 

 ただし、他制度において補助または融資を受けられる場合は、本制度の対象外で

す。 

種 類 新規施設開設費 既存施設整備費 

貸付対象経費 共同生活援助（グループホー

ム）などの事業に供する施設の

開設に伴う建築物の購入、新

築、増・改築、改造及び備品購

入に要する経費 

共同生活援助（グループホー

ム）などの事業に供する既存施

設の増・改築、改造、備品購入

に要する経費 

貸付対象者 心身障害者地域デイケア（利用

定員が 10人未満のものに限

る）、共同生活援助（グループ

ホーム）、共同生活介護（ケア

ホーム）、生活介護、児童デイ

サービス、地域活動支援センタ

ー、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援の各事業の実施者 

生活ホーム、心身障害者地域デ

イケア、精神障害者小規模作業

所、共同生活援助（グループホ

ーム）、共同生活介護（ケアホ

ーム）、児童デイサービス、地

域活動支援センター、自立訓

練、就労移行支援、就労継続支

援の各事業の実施者 

貸付利子 ２．５％ 

貸付限度 ８００万円 ２００万円 

据置期間 １年以内 

償還期限 据置期間経過後１０年 

窓  口  市町村社会福祉協議会 

 

 イ 生活福祉資金 

   高齢者がいる世帯や所得の少ない世帯、身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳を持つ方または障害者総合支援法によるサービスを受けている方がいる世

帯の経済的自立及び生活の安定並びに在宅福祉及び社会参加を促進するための資金をお

貸します。種類、貸付限度額、条件は７４ページのとおりです。 

   詳しくはお近くの民生委員・児童委員または市町村社会福祉協議会にご相談くださ

い。 

 

 ウ 福祉資金 

   所得の少ない世帯の方々が臨時的出費の発生した場合や、収入の不足した時など緊急

に資金が必要な場合にお貸しします。 

   市町村独自で実施している制度であり、市町村により実施の有無、名称、貸付額等制

度内容は異なります。詳しくはお住まいの市町村または市町村社会福祉協議会へお問い



７ 経済的支援 

- 77 - 

合わせください。 

窓  口  市町村または市町村社会福祉協議会 

  

  エ 勤労者支援資金 

   勤労者を対象に、親族の介護、出産･育児、こどもの教育、資格取得等に必要な資金

を融資します。 

  ●資金使途   介護、出産･育児、教育、資格取得等 

  ●対象者   次のすべてに該当する給与所得者 

         ・県内に１年以上居住 

         ・１８歳以上（最終返済時の年齢が満７６歳未満） 

         ・同一勤務先に１年以上勤務 

         ・申込者の前年の給与収入が８００万円以下 

  ●融資限度額  介護、出産・育児、教育は２００万円、資格取得は１００万円 

  ●融資期間  １０年以内 

  ●融資利率   １．１５％～１．８５％（別途保証料０．７％が必要） 

  ※融資利率は、改定されている場合がありますので、申込前にご確認をお願いします。 

  （ＨＰはこちら→https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/rodo/kinnrousyamukeyuusis

 eido/） 

窓  口  中央労働金庫の県内各支店 

相談窓口  県金融課 

      電話 ０４８－８３０－３８０６ ／ FAX ０４８－８３０－４８１４ 

      E-mail a3790-05@pref.saitama.lg.jp 

           ※融資にあたっては申込条件、審査があります。 

 

 オ 交通事故被害者等に対する支援 

 （ア）埼玉県交通安全対策協議会交通遺児援護基金 

    交通遺児等の援護を目的として寄せられた善意の寄付金を、援護金及び援護一時金

として交通遺児等に給付します。 

対 象 者  交通事故（陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故）により保護

者が死亡又は重い障害（概ね身体障害者手帳の基準で１～３級相当の障

害）を負った保護者に養育されている子供 

 

相談窓口  埼玉県交通安全対策協議会 

         電話 ０４８－８２５－２０１１／FAX ０４８－８３０－４７５７ 

          県防犯・交通安全課 

         電話 ０４８－８３０－２９５５ ／FAX  ０４８－８３０－４７５７  

 

 （イ）独立行政法人 自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ：ナスバ） 

    自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つ
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ため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時または随時の介護が必要な

状態の方に介護料を支給します。また、自動車事故により死亡または重度の後遺障害

が残った方のお子様（中学卒業まで）に対して生活資金の無利子貸付を行うととも

に、交通遺児などの健全な育成を図ることを目的として「友の会」を設置し、レクリ

エーション活動や、絵画、書道、写真などのコンテストを実施しています。 

窓  口  独立行政法人 自動車事故対策機構 埼玉支所 

          〒330-0062 さいたま市浦和区仲町 3-12-6 JS-1ビル 6F  

         電 話 ０４８－８２４－１９４５ 

         ＦＡＸ ０４８－８２４－１９４６  

受付時間    ９：００～１１：４５ 

      １２：４５～１６：００  

 

 （ウ）公益財団法人 交通遺児等育成基金 

   ・交通遺児育成基金事業 

    16歳未満の交通遺児が、損害賠償金等の中から拠出金を当法人に払い込んで加

入。これに国の補助金や民間からの援助金を加えて運用し、お子様が満 19歳に達

するまで育成給付金を支給していく制度です。 

   ・交通遺児等支援給付事業 

義務教育終了前の交通遺児または交通重度後遺障害を負われた方のお子様のいる、

生計困窮度の高い家庭に対し支援給付金を支給する制度です。 

 窓  口 公益財団法人 交通遺児等育成基金事務局 

         〒102-0083 東京都千代田区麹町４-５ 海事センタービル７階 

         電話 ０１２０－１６－３６１１ ／FAX  ０３－５２１２－４５１２ 

         HP アドレス https://kotsuiji.or.jp/ 

 受付時間  ９：００～１７：００（土、日、祝日、年末年始を除く） 
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生活福祉資金貸付条件等一覧（平成２７年４月１日以降）

　　

貸付限度額 貸付期間 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人

生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
(二人以上世帯)月20万円以内
(単 身 世 帯) 月15万円以内

原則３月
最長12月以内

最終貸付日
から6月以内

住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内 ―――

一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 60万円以内 ―――

日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる
費用

据置期間

経過後

生業を営むために必要な経費
※新規に起業される方が中心となります。
　事業の継続の為の資金の場合、運転資金は対象となりません。

460万円 20年

技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

技能を習得する期間が
6月程度　　130万円
1年程度　　220万円
2年程度　　400万円

3年程度　　580万円

8年

住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円 7年

福祉用具等の購入に必要な経費 170万円 8年

障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円 8年

中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円 10年

負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費（健康保険の例による医療の自己負担額のほ
か、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む）及びその療養期間中の生計を維
持するために必要な経費

　　　　　療養期間が１年を超えない
　　　　　ときは170万円
　　　　　1年を超え1年6月以内で

　　　　　あって、世帯の自立に
　　　　　必要なときは230万円

5年

介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費（介護保険料を含む）及び
その期間中の生計を維持するために必要な経費

　　　　　介護サービスを受ける期間
　　　　　が１年を超えないときは

　　　　　170万円
　　　　　1年を超え1年6月以内で
　　　　　あって、世帯の自立に
　　　　　必要なときは230万円

5年

災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円 7年

冠婚葬祭に必要な経費 50万円 3年

住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円 3年

就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円 3年

その他日常生活上一時的に必要な経費
※年金の掛金等、冬期間の暖房用燃料の一括購入費用、修学旅行等の費用等で見積書
など当該費用の額が確認できるものが必要となります。

50万円 3年

次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の
費用
※貸付に際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等に
よる支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受け
ることに同意していることが要件となる。

　ア　医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき

　イ　火災等被災によって生活費が必要なとき

　ウ　年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき

　エ　会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき

　オ　滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支
　　出が増加したとき

　カ　公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき

　キ　法に基づく支援や実施機関及び関係機関からの継続的な支援を受
　　けるために経費が必要なとき

　ク　給与等の盗難によって生活費が必要なとき

　ケ　その他これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、必要性
　　が高いと認められるとき

（高校）月3.5万円以内

（高専）月6.0万円以内

（短大）月6.0万円以内

（大学）月6.5万円以内

就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 50万円以内

・土地の評価額の7割程度

月30万円以内

要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金

要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける
資金

・居住用不動産の評価額の7割程度
　（集合住宅は5割）
・貸付基本額の範囲内

　（生活扶助額の1.5倍以内）

不要

離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離
職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付け
る資金
※貸付に際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等に
よる支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受け
ることに同意していることが要件となる。

10万円以内 ―――
無利子

※延滞利子無
不要

12月以内

20年以内

原則不要だが、世帯の
状況により必要になる

場合あり

※世帯内で連帯
借受人が必要

―――

据置期間
終了時

低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金

卒業後
6月以内

福祉費

５　臨時特例つなぎ資金

申請していた公的給付又は公的貸付が決定
し、当該給付金又は貸付金の交付を受けた時
から1月以内。ただし、これによりがたい場合

には、月賦償還の方法により償還を行うもの
とする

必要
※推定相続人の

　中から選任借受け人の死亡時まで
の期間又は貸付元利金
が貸付限度額に達する
までの期間

年３％、又は
長期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄの

いずれか
低い利率

教育支援費

契約の終了後
3月以内

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
※特に必要と認める場合に限り、右記金額の1.5倍まで貸付可能

２ 福祉資金

貸付条件

１総合支援資金

４ 不動産担保型生活資金

10万円以内緊急小口資金
貸付の日から

2月以内
不要

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金

―――

 無利子

無利子

―――

貸付の日（分割による
交付の場合には最終貸

付日）から6月以内

連帯保証人を
立てる場合は

無利子

連帯保証人が
いない場合は
据置期間経過後

年1.5%

原則必要

ただし、連帯保証人な

しでも申込可

３ 教育支援資金

不動産担保型
生活資金

低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける
資金

原則必要

ただし、連帯保証人な
しでも申込可

連帯保証人を
立てる場合は

無利子

連帯保証人が
いない場合は
据置期間経過後

年1.5%

10年以内

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援（就労支援、家計指導等）と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
※貸付に際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることが要件となる。

貸付の日（生活支援費
と合わせて貸し付けて
いる場合には、生活支

援費の最終貸付日）か
ら6月以内

資　　金　　種　　類


